
議第123号

令和3年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金の処分について

令和3年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金4,881,852,288円のうち、 2,219,320,397円を資本

金に組み入れ、 190,853,333円を減債積立金に、 1,971,678,5認円を建設改良積立金にそれぞれ積み立

て、 500,000,000円を一般会計に繰り出す。

提案理由

令和3年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条第2項の

規定により提案するものである。



議第124号

令和3年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

令和3年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金121,573,917円のうち、 19,765,001円を資

本金に組み入れ、 101,808,916円を建設改良積立金に積み立てる。

提案理由

令和3年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条第

2項の規定により提案するものである。
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議第125号

令和3年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金の処分について

令和3年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金部,146,727円を、資産運用積立金に

積み立てる。

提案理由

令和3年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第

32条第2項の規定により提案するものである。
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議第126号

令和3年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金の処分について

令和3年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金1,688,232,789円のうち、 820,657,138円

を資本金に組み入れ、 502,144,970円を減債積立金に、 3飾,430,681円を建設改良積立金にそれぞれ積

み立てる。

提案理由

令和3年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条

第2項の規定により提案するものである。
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